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安全保障環境の急激な深刻化

ロシア
北朝鮮による度重なる軍事的な挑発的言動

北朝鮮による核・ミサイル開発の更なる進展

北朝鮮

中国

中国による東シナ海及び南シナ海に
おける活動の急速な拡大・活発化

第１列島線

第２列島線

ロシア軍の活動活発化

長距離爆撃機の日本周回飛行

中国による軍事力の広範かつ急速な強化

中台軍事バランスの変化
（中国側に有利な方向に）

空母から艦載戦闘機が飛行
（西太平洋で初確認）

ロシアによるウクライナ侵略
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出典：令和５年防衛白書

・従来の陸・海・空領域の能力に加え、新領域（宇宙、サイバー、電磁波）への能力が求められる

・これらの領域を融合した「領域横断作戦」を実行する体制整備が必要

〇現代の軍事活動は、宇宙空間の利用
に依存しており、人工衛星を用いた部
隊間の通信や測位が、陸・海・空にお
ける戦力の円滑な発揮に不可欠であり、
指揮統制・情報収集基盤の中枢

〇一部の国家は他国の
宇宙システムへの妨害
を活発化

〇現代の軍事活動は、サイバー空間を
利用した情報通信ネットワークに極め
て高度に依存

〇サイバー攻撃は、社会に深刻な影響
を及ぼすため、安全
保障にとって現実の
脅威

〇電磁波領域は、陸・海・空、宇宙、
サイバー領域に至るまで、活用範囲や
用途が拡大し、現在の戦闘様相におけ
る最前線

〇電磁波領域におけ
る優勢を確保するこ
とが重要

①防空のための作戦 ②周辺海域の防衛のための作戦 ③陸上の防衛のための作戦

④宇宙領域 ⑤サイバー領域 ⑥電磁波領域

＋

自衛隊の活動範囲の拡大



統合作戦司令部創設の必要性

区分 平素 グレーゾーン 武力攻撃事態

自衛隊
の行動

統合作戦司令部による
継続的な対応

共同の部隊による対応

陸自の部隊による対応

海自の部隊による対応

空自の部隊による対応

区分 平素 グレーゾーン 武力攻撃事態

自衛隊
の行動

共同の部隊による対応

陸自の部隊による対応

海自の部隊による対応

空自の部隊による対応

臨時の
統合任務部隊

による対応

例１ 東日本大震災
例２ ＢＭＤ
例３ その他

創設時 創設後

〇 平素、統合任務部隊は存在せず
〇 統合任務部隊の編成は、発生した事態に
応じて臨時に行うことが必要

〇 平素から統合作戦司令部が存在
〇 統合作戦司令官は、平素から陸海空自の
部隊や共同の部隊を一元的に指揮し、情勢
の推移に応じたシームレスな対応が可能

統合作戦司令部創設に伴い、情勢の推移に応じた自衛隊による対応が容易化



４～６月 ７～９月 １０～１２月 １月～３月

ＢＭＤ対処

海上における
警戒監視

対領空侵犯措置

災害派遣

海賊対処行動
国連ＰＫＯ等

在外邦人等
輸送

その他

中国航空母艦「山東」の太平洋進出

中国艦艇の日本周回航行

中・露共同飛行

在スーダン共和国邦人等の輸送

Ｇ７広島サミット支援
陸自ＵＨ－６０ＪＡ航空救難

【２０２３年度の活動の一例】

海賊対処行動・情報収集活動（ソマリア沖・アデン湾）／国際平和協力業務（南スーダン、シナイ半島）

東シナ海等における警戒監視

能登半島地震大雨・台風に伴う災害派遣

在イスラエル邦人等の輸送

山林火災等に伴う災害派遣

対領空侵犯措置

衛星打ち上げとする発射

各種ミサイルに対する対応

中・露共同飛行

衛星打ち上げとする発射衛星打ち上げとする発射

中・露共同巡航

複合事態常態化の状況



（１）人員約５２，３００名

（２）車両約４，１８０両

（３）艦艇約６０隻

（４）航空機約３１０機

自衛隊統合演習（実動演習）の規模拡大

平成２９年度

我が国防衛のための自衛隊の統合運用について演練・検証し、自衛隊の統合運用能力の維持・向上を図る
ために実施
自衛隊が実施する統合訓練の中で最も大規模な実動訓練。令和７年度に実施した本演習については、戦後
最も厳しく複雑な安全保障環境を踏まえ、本演習に参加可能な人員・装備等を集結させた結果、自衛隊が
実施する統合訓練の中で過去最大規模となった

令和７年度

主要演練項目

演習参加規模

（１）人員約１５，０００名

（２）車両約１，５００両

（３）艦艇６隻

（４）航空機約１７０機

（１）水陸両用作戦
（２）防空作戦
（３）海空作戦

(1) 水陸両用作戦
(2) 総合ミサイル防空
(3) （共同）統合対艦攻撃
(4) 統合後方補給
(5) 基地警備

主要演練項目

演習参加規模

(6) 空挺作戦
(7) 宇宙状況監視に係る連携
(8) サイバー攻撃等対処
(9) 統合電子戦
(10）指揮所活動に係る訓練

演練項目の拡大

参加規模の拡大
約3.5倍
約2.8倍
約10倍
約1.8倍

近年は、米軍・豪軍も
一部訓練に参加

訓練の拡大（１／２）



S53 コープ・ノース
S56～R2 米海兵隊との実動訓練（フォレスト・ライト）

S57 米陸軍との実動訓練（オリエント・シールド）

S57 ヤマサクラ（ＹＳ）

Ｈ１９．３

｢安保協力に関する日豪共同宣言」

Ｈ２４．６

「３か国防衛協力を強化」（日米豪防衛相会談）

Ｓ５６ Ｈ２４ Ｒ７Ｈ１９Ｓ５３
Ｓ５３．１１

｢日米防衛協力のための指針｣

H24 豪オブザーバー初参加

H24 ストライカー初参加
H25 オスプレイ初参加

Ｈ１６

H27 アークティック・オーロラ

H25～29 ドーン・ブリッツ（隔年）

H24～29 水陸両用隊付訓練（ＢＬＴ）

H26～29 ノース・ウィンド

H30 ブルークロマイト

S61 キーン・エッジ

S61 キーン・ソード

H25 サザン・ジャッカルー

H４～ ＣＡＬＦＥＸ H21～ ライジング・サンダー

H8 コープ・サンダー H18～ レッドフラッグ・アラスカ

主な日米共同訓練：年間５３回（Ｒ６）
多国間共同訓練等：年間５１回（Ｒ６）

：日米

：日米豪等

：多国間

：統合訓練

凡 例

１回（Ｓ５３）

【ポイント】
○ 昭和５３年度に日米共同訓練を開始
○ 安全保障環境の深刻な変化に伴い、統合・共同訓
練等が飛躍的に拡大

訓練の拡大（２／２）
共同訓練、多国間共同訓練等の変遷

H23 コープ・ノース・グアムへ豪州参加

H17 コブラ・ゴールド
H17 アイアン・フィスト

H18 カーン・クエスト
H18 ＮＷＰＡＣ

H21 ＡＳＥＡＮ関連（ＡＲＦ ＤｉＲＥｘ、ＡＤＭＭプラス）

H22 パシフィック・パートナーシップ

H23 サイレント・イーグル

H24 豪州射撃競技会（AASAM）

H25 赤道、南十字星（仏ＨＡ／ＤＲ）

H26 ＴＲＥＸ
H26 日米豪災害対処訓練訓練

H26 リムパック
R5 NW

共同降下

H27 ダスク・サムライ
H27 タリスマン・セーバー

R3 ArcH27・29 ジャンヌ・ダルク

H29 インド太平洋方面派遣

H29 カマンタグ

H29 ノーザン・ヴァイパー R3RD

H30 ＣＴＣ

H30 ヴィジラント･アイルズ
H30 ダルマ・ガーディアン

H31 レジリエント・シールド

R1 米空軍機からの降下訓練

R2 31ＭＥＵとの共同訓練

R4 BAWT
R5 仏陸 実動訓練



宣誓書

私は、わが国の平和と秩序を維持し、
公共の福祉の保障に任ずる警察予備隊
の職員に任命せられたことを光栄とし、
次のことを厳粛に誓います。

１ 私は、日本国憲法及び法律を忠実に
擁護し、命令を遵守いたします。

２ 私は、信義を重んじ、誠実を尊び、勇
気をもって職務の遂行にあたり ます。

３ 私は、上司の職務上の命令には忠
実に服従いたします。

４ 私は、その綱領が私の職務に優先し
てそれに従うべきことを要求する団体
又は組織に加入いたしません。

服務の宣誓服務の宣誓

私は、わが国の平和と秩序
を維持し、国民の生命財産の
保護に任ずる保安庁職員（保
安官、又は警備官）たるの名
誉と責任とを自覚し、次のとお
り宣誓します。

宣 誓
私は、日本国憲法を擁護し

法令を遵守し、徳操をかん養
し、心身を鍛え技能を磨き、
政治にかかわらず、上司の命
令に忠実に服従して専心その
職務の遂行にあたることを誓
います。

服務の宣誓

私は、わが国の平和と独
立を守る自衛隊の使命を自
覚し法令を遵守し、一致団
結、厳正な規律を保持し、
常に徳操を養い、人格を尊
重し、心身をきたえ、技能を
みがき、政治的活動に関与
せず、強い責任感をもって
専心職務の遂行にあたり、
事に臨んでは危険を顧みず
、身をもって責務の完遂に
務め、もって国民の負託に
こたえることを誓います。

【ポイント】
○ ２５年「警察予備隊の職員の規律および懲戒に関する規定」により、宣誓を義務化
○ ２７年の保安庁設立に伴い、新たに国内治安維持のための命令出動、要請出動あるいは災害
派遣等の行動が規定され、宣誓の内容が若干修正

○ ２９年の防衛庁設立に伴い、新たに防衛出動、領空侵犯の措置等の防衛任務が付加され事に
臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努めるという、服務の本旨が明確に規定

警察予備隊警察予備隊 保安庁保安庁 防衛庁防衛庁

【警察職員の服務の宣誓】
私は、日本国憲法及び法律を忠実に擁護し、命令を遵守し、警察職務に優先してその規律に従うべきことを要求する団体又は組織に加入
せず、何ものにもとらわれず、何ものをも恐れず、何ものをも憎まず、良心のみに従い、不偏不党且つ公平中正に警察職務の遂行に当る
ことを固く誓います。

自衛官の責任（１／２）



武力行使の従事

自衛官は、隊法５２条服務の本旨及び隊法５６条
職務遂行の義務を踏まえれば、武力行使に従事す
ることとなる。

国際法上の戦闘員と扱われることがその証左で
ある。

【ポイント】
○ 自衛官は、「防衛出動」を主たる任務とし、「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務
の完遂に努める」ことが求められる。

○ このことは、危険が伴う状況下でも任務を完遂するという強い覚悟と責任感を自衛官が持っ
ていることを意味する。自衛官は「国民のリスク」を下げるために自ら進んでリスクを引き受
ける志を持って勤務している。

上官の命令に服従する義務

自衛官は、隊法５７条により、職務の遂行に当た
って上官の職務上の命令に忠実に従うことを求め
られる。

危険が伴う状況下でも任務を完遂するという覚悟
と責任感を負ったうえで、上官の命令に服従する
点が一般的な公務員と異なる。

自衛官の責任（２／２）

危険を伴う状況下でも任務を完遂するという強い覚悟と責任感に応じ、自衛官が安心して厳しい

任務に従事でき、誇りと名誉を得ることができるような処遇が必要
総括

統合作戦司令部と統合作戦（令和7年防衛白書より）


